
     

総 行 安 第 ２ ２ 号 

令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日 

 

各都道府県総務部（局）長 

（ 公 務 災 害 担 当 課 扱 い ） 

（市町村担当課、区政課扱い）   殿 

各 指 定 都 市 人 事 主 管 局 長 

（ 公 務 災 害 担 当 課 扱 い ） 

 

総務省自治行政局公務員部 

安 全 厚 生 推 進 室 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行について（通知） 

 

 

地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令（令和８年政令第 155 号）が本

日付けで公布されました。 

改正の概要及び施行期日・適用については下記のとおりですので、その施行に遺漏

のないようお願いするとともに、各都道府県総務部（局）長におかれましては、貴都

道府県内の指定都市を除く市区町村及び一部事務組合等に対しても、この旨を周知い

ただくようお願いします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市区町村に対しても、本件について情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

（１）葬祭補償の額関係 

   地方公務員災害補償法施行令（昭和 42 年政令第 274 号。以下「地公災令」と

いう。）第２条の２において、葬祭補償の額については、31 万５千円に平均給与

額の 30 日分に相当する金額を加えた額としている。 

   今般、労働者災害補償保険制度における葬祭補償の定額部分の引上げ等を踏ま

え、地公災令第２条の２を改正し、葬祭補償の定額部分を 31 万５千円から 33 万

円に引き上げる。 

 

 



     

（２）特殊公務に従事する職員の特例関係 

   地公災令第２条の３第２項において、特殊公務に従事する職員の特例の対象と

なる麻薬取締員の職務については、麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に

関する犯罪の捜査等としている。 

   一方、麻薬及び向精神薬取締法第 54 条第５項に規定する医薬品医療機器等法

に違反する罪に係る麻薬取締員の職務については、現行の特殊公務災害の対象に

は含められていないところ、当該職務についても現行の特殊公務災害の対象とな

る職務と同様の危険性があること等を踏まえ、今般、地公災令第２条の３第２項

を改正し、特殊公務災害の対象となる麻薬取締員の職務の範囲を拡大する。 

 

２ 施行期日・適用 

公布日（令和８年５月７日）施行。 

なお、改正後の地公災令第２条の２及び第２条の３第２項の規定は、令和８年４

月１日から適用する。 

 

３ 葬祭補償の額及び特殊公務に従事する職員の特例に関する経過措置 

この政令の施行に関し、必要な経過措置（附則第２条及び第３条関係）が定めら

れているため、別添の官報の写しを実務の参考とされたい。 

 

４ 議会の議員その他非常勤の職員についての取扱い 

  葬祭補償の額の改正に伴い、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）

第 69 条に基づく条例による補償を受けるべき非常勤の職員等についても、同様の

措置がなされるべきものであり、別添「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例施行規則（案）」（昭和 42 年 11 月 27 日付け自治給第 84 号）の

一部改正（案）を実務の参考とされたい。 

 

 
【連絡先】 

 安全厚生推進室公務災害補償係 

 電話：03-5253-5560（直通） 
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地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
葬
祭
補
償
の
額
）

（
葬
祭
補
償
の
額
）

第
二
条
の
二

法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
三

第
二
条
の
二

法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
一

万
円
に
平
均
給
与
額
の
三
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
と
す
る

万
五
千
円
に
平
均
給
与
額
の
三
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
と

。

す
る
。

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
例
）

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
例
）

第
二
条
の
三

（
略
）

第
二
条
の
三

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
警
察
職

員
、
消
防
吏
員
、
消
防
団
員
、
准
救
急
隊
員
、
麻
薬
取
締
員
及
び
災
害
対
策

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
職
務
と
し
て

従
事
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
従
事
職
員
」
と
い
う
。

）
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

２

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す

掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す

る
。

る
。

職
員
の
区
分

職

務

職
員
の
区
分

職

務

一

犯
罪
の
捜
査

二

犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
、
看
守
又
は
護
送

三

勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行

四

犯
罪
の
制
止

（
略
）

（
略
）

警

察

官

五

暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
そ
の

他
の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
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れ
ら
に
類
す
る
異
常
な
事
態
（
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
天
災
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
時
に
お
け
る
人

命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害
の
防
御

犯
罪
鑑
識
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
運
航
そ
の
他
の
職
務

（
略
）

（
略
）

警
察
官
以
外

で
、
警
察
官
が
こ
の
表
の
警
察
官
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

の
警
察
職
員

る
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
警
察
官
と
協

同
し
て
行
う
も
の

消
防
吏
員
及

一

火
災
の
鎮
圧

（
略
）

（
略
）

び
消
防
団
員

二

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他

の
被
害
の
防
御

（
略
）

（
略
）

准
救
急
隊
員

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被

害
の
防
御

一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

一

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

律
第
十
四
号
）
第
五
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
罪

に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査

に
係
る
事
件
の
捜
査

二

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
四
条
第
五
項

二

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

麻
薬
取
締
員

に
規
定
す
る
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又

麻
薬
取
締
員

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又

は
護
送

は
護
送

三

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
四
条
第
五
項

三

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

に
規
定
す
る
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容

状
の
執
行

状
の
執
行

（
略
）

（
略
）

災
害
応
急
対

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被

策
従
事
職
員

害
の
防
御

３

（
略
）

３

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
（
傷
病

補
償
年
金
の
う
ち
、
第
一
級
の
傷
病
等
級
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
傷
病
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
障
害
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障

害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、
第
一
級
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の
障
害
等
級
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第

二
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十

五
）
と
す
る
。







○
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
（
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
自
治
給
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
葬
祭
補
償
の
額
）

（
葬
祭
補
償
の
額
）

第
七
条
の
四

条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
三
万
円
に

第
七
条
の
四

条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
一
万
五
千

補
償
基
礎
額
の
三
〇
倍
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

円
に
補
償
基
礎
額
の
三
〇
倍
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
四
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四

月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
案
）
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
又
は
旧
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の

（
そ
の
額
が
六
十
六
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
は
、
新
規
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
葬
祭
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。


